
議   第  ３５９  号 

令和 ４ 年１１月３０日提出 

 

   熊本市職員定数条例の一部改正について 

 

 熊本市職員定数条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員定数条例（昭和２４年告示第１２２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１号中「３，７４２人」を「４，０００人」に改め、同条第２号中「２８

人」を「３０人」に改め、同条第３号中「２２人」を「１４人」に改め、同条第４号

中「１７人」を「２０人」に改め、同条第７号中「８１０人」を「８７０人」に改め、

同条第９号中「１５０人」を「９０人」に改め、同条第１０号中「５２０人」を     

「４２０人」に改め、同条第１１号中「７９０人」を「８４０人」に改める。 

 第４条中「休職にされた職員及び併任の場合の」を「次に掲げる」に改め、同条に

次の各号及び１項を加える。 

 (1) 休職にされた職員 

 (2) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２６条の

５第１項の自己啓発等休業をしている職員 

 (3) 法第２６条の６第１項の配偶者同行休業をしている職員 

 (4) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１

項の規定により育児休業をしている職員 

 (5) 教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６条第１項の大学院修学休業

をしている職員 

 (6) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７第１項の規定により

派遣された職員 
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 (7) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和

６３年条例第３４号）第２条第１項の規定により派遣された職員 

 (8) 公益的法人等への熊本市職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例第１号）

第２条第１項の規定により派遣された職員 

２ 併任を命ぜられた職員は、併任を命ぜられる前から任用されている職の属する事

務部局の定数にのみ含める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  職員の定数を変更するとともに、定数外とする職員に休業中の職員等を追加する

ため、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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